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財政援助団体等監査 結果報告書 

 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第７項の規定による監査 

（公の施設の管理団体） 

 

２ 監査の対象 

施設名称：印西市文化ホール 

管理団体：株式会社ケイミックスパブリックビジネス 

所 管 課：教育部生涯学習課 

 

３ 監査実施日 

令和６年１０月１１日（金） 

 

４ 監査実施場所 

印西市文化ホール 大会議室 

 

５ 監査対象施設の指定管理の概要 

 (1) 関係法令等 

  ・印西市文化ホールの設置及び管理に関する条例 

・印西市文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則 

  ・印西市文化ホールの管理及び運営に関する基本協定書 

  ・印西市文化ホールの管理及び運営に関する年度協定書 

 

(2) 位置、管理 

  ・位置：印西市大森２５３５番地 

  ・管理：指定管理者 

 

 (3) 指定管理者が行う業務 

  ・印西市文化ホールの管理及び運営に関すること 

   

 (4) 指定期間 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 (5) 指定管理料 

基本協定書…各年度上限額 令和５年度  133,688,000円 

             令和６年度  132,704,000円 
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             令和７年度  132,796,000円 

 

年度協定書…各年度上限額 令和５年度  133,688,000円 

             令和６年度  132,704,000円 

             ※令和７年度は未締結 

 

６ 指定管理者の概要 

 (1) 設立年月日 

平成２９年４月３日 

 

 (2) 業務内容 

  ・指定管理者制度による公共施設の管理及び運営業務 

・文化ホール施設の管理及び運営業務 等 

 

 (3) 従業員数 

正社員１３３名 契約社員２１８名 パート４３１名（令和６年４月１日現在） 

 

 (4) 指定管理業務実績 

６３自治体８６施設において実施（令和６年９月３０日現在） 

    ※千葉県内（成田市、木更津市、市原市） 

 

 (5)印西市文化ホールにおける実施業務及び体制 

（実施業務） 

・自主文化事業に関する業務 

・施設の利用許可等に関する業務 

・施設の管理及び運営に関する業務 

（実施体制） 

・午前８時３０分から午前９時までは２名以上 

・午前９時から午後５時までは４名以上（責任者１名、副責任者１名を置く） 

・午後５時以降は２名以上 

  （※イベント開催等により配置人数を調整） 

 

７ 監査方法 

株式会社ケイミックスパブリックビジネスは、市が設置した印西市文化ホールの指

定管理者であることから、施設の管理及び運営が関係法令等の定めるところにより適

正に行われているかについて、担当者からの資料提出及び説明聴取により監査を実施

した。 

また、生涯学習課は、印西市文化ホールの所管課であることから、管理及び運営に
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関する協定の手続きが適正であるか、指定管理者に係る指導監督が適正であるか等に

ついて確認した。 

 

８ 監査結果 

提出及び提示のあった資料及び聞き取りによる監査を行ったところ、印西市文化ホ

ールの管理及び運営については、関係法令等に沿って概ね適正に行われているものと

認められた。 

 

９ 意見 

① 株式会社ケイミックスパブリックビジネスは、民間ならではのノウハウを活用し、

自主文化事業数を直営時の 12事業に比べ、25事業実施し、優れた文化芸術に触れ

る機会を提供している。また、運営面では、利用者の利用志向に沿ったサービス向

上に取り組み、多様な市民サービスを展開することで、指定管理者制度による成果

をあげており、モニタリング結果では「優秀」という評価になっている。引き続き、

印西市文化ホールの適正な管理運営に努めていただきたい。 

② 所管課の生涯学習課については、事業計画書、事業報告書の精査やモニタリングの

実施など指定管理者への指導監督等の業務を適時適正に実施している。引き続き、

連携を図り情報共有に努めていただきたい。 

 

１０ むすび 

   印西市文化ホールは、市民の文化の振興及び福祉の増進を図るため設置された文化

施設である。本市の文化芸術振興の中心的役割を担う拠点として、質の高い充実した

事業を展開し、多種多様かつ良質な文化芸術に触れる機会を市民に提供することは、

福祉の増進と文化の向上につながるものと認識している。 

今後とも、双方で連携を図りながら、各種事業の運営及び施設の適正管理に取り組

まれるよう期待する。 

 

 

  

 

 


